
 

 

平成 21 年度 ソフトチップダーツプロ資格取得テスト申込要領 

 
受験資格 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○2009 年 4 月 1日時点で満 20 歳以上の者 

 

○社団法人日本ダーツ協会、所属支部役員（支部長・副支部長または幹事）、またはブ

ロック長の推薦を必要とする。 

※ 地域的に推薦を得るのが難しい者は、自己推薦書を提出する。字数 800 文字以内   

 

○以下の各項に該当する者は受験資格のないものとする 

A) 居住権のない外国人 
B) 暴力団等の組織の構成員及び準構成員 
C) 競技者並びに観客者に対し、不快感を与えるような入墨を施している者。 
D) 協会より過去に除名処分を受けた者 
※ 合格後、上記事実が判明した場合は除名となる。 

 

書類審査  ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○申込期限  平成 21 年 5 月 8 日（金）17:00【必着】  
締切り後は理由の如何を問わず一切受付けない。 

 

○審査に必要な提出物 

A) 2009 年度ソフトチップダーツプロ資格取得テスト書類審査申請書 
B) 推薦状、若しくは自己推薦書（20×20 の原稿用紙 2枚、合計 800 文字） 
C) 返信用封筒（長 3 の封筒）に本人の住所・氏名を記入し 80 円切手を貼付けす
ること。なお、第一次審査合否通知書在中と記入。 

 

○郵 送 先   社団法人 日本ダーツ協会 資格認定委員会 

〒123-0855 東京都足立区本木南町 19-12 電話 03-6905-7711 

 

○合否発表   合格・不合格の通知は、いずれも本人宛に通知する。 

       電話等での問合せには一切、答えない。   

※合格者は、所定の期日までに振り込み、必要書類とともに日本ダーツ

協会に送付する。 

 

受験申請 ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○申込期限  平成 21 年 5 月 29 日（金）17:00【必着】 

 

○必要書類 

A) 競技会員入会申込書 
B) 受験料（１万円）・競技会員年会費（１万円）、合計 20,000 円を振り込む。 

振込先 ①郵便局 記号 10490 番号 19954771 社団法人 日本ダーツ協会 

②群馬銀行 藤岡北支店普通 0326927  社団法人 日本ダーツ協会 

③同封した郵便振替 

C) 住民票の写し 
D) 無帽上半身の写真（４cm×３cm）２枚。写真の裏に必ず氏名を記入のこと。 

 

○事前審査の書類を提出し、出願を許可された者で、振込みと必要書類が提出された者

には受験証明書、競技会員証を発行し、筆記試験の教材を送付する。 



 

試験方法 ―――――――――――――――――――――――――――――――――- 

 

○開催日時 平成 21 年 6 月 13 日(土) 集合時間 9：00  

 

○試験会場  筆記・実技試験会場 

健康文化村 カルチャーリゾート フェストーネ 

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜 3丁目 28 番 1 号 
TEL：098-898-1212  

 

○試験形態 

A) 第 1次テスト（筆記） 10：00～ 
ダーツの基礎知識 100 点満点中、70 点以上合格 

 

B) 第 2次テスト（実技） 13：00～ 
 

男子）501  ８スロー24 ダーツ以内 ダブルアウト  

女子）501 １０スロー30 ダーツ以内 ダブルアウト  

男子・女子共に、５レッグ中１レッグクリアで合格 

 

○持 ち 物 ダーツ・筆記用具・ＪＤＡ競技会員証・受験証明書 

 

○認 定 料 3,000 円（合格者のみ徴収） 

 

出願上の注意 ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

○出願は郵送のみ受付ける。 

 

○一度、提出した出願書類および納入した受験料等は、理由の如何に拘わらず一切返還

しない。 

 

○出願書類に不備なもの、および出願締切後本協会に到着したものは受理しない。提出

に関しては十分注意すること。 

 

失格対象条件及び失格条件 ――――――――――――――――――――――――― 

 

○失格対象条件（警告の後、失格とする） 

A) 受験証明書、競技会員証の不携帯 
B) 受験中のアドバイス・私語 
C) 著しく悪い受験態度 

 

○失格条件 

A) 集合時間に遅刻または不参加のものは失格とする 
B) 後日受験資格がなかったことが発覚したものは失格とする 
C) その他、受験生として資格審査委員会が不適当とした者は失格とする 

 

※ 当協会では、受験者が出場に相応しくないと判断した場合、何時如何なる時点にお

いてもその資格を無効にすることがある。 

 

その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――- 

 

A) 費用負担 
受験者の資格取得テスト期間中の旅費・宿泊費・食事等一切は、受験者本人の負担

とする。尚、実技試験のゲーム代は協会の負担とする。 



 
B) 服装 
服装は、受験生としてふさわしい服装であることとし、ユニフォーム又は襟付きの

シャツを着用し、JDA ワッペンを左胸若しくは袖に縫付ける。 

 

JDA 及び JDA 以外のワッペン・ピンなど、また JDA 関係以外のネーム（店舗のロゴ

やネームも含）入りユニフォームの禁止。 

 

プレスされたスラックス又は膝上のスカートを着用。Ｔシャツ、ジーパン、半ズボ

ン、サンダル禁止。 

 

施行者 ――――――――――――――――――――――――――――――――――- 

 

社団法人 日本ダーツ協会  資格認定委員会 

〒123-0855 東京都足立区本木南町 19-12 電話 03-6905-7711 FAX 03-6905-7722 

メール jda@darts.or.jp  ホームページ http：//www.darts.or.jp 

 


